
御前崎市役所 市⺠課（⽣活衛⽣係）お問合せ

御前崎市では、家庭から出る⽣ごみの減量と再資源化を促進することを⽬的に、⽣ごみ処理機器を購⼊・
作製された⽅に補助⾦を交付します。

TEL.0537-85-1162
E-mail.shimin@city.omaezaki.shizuoka.jp

御前崎市内に住所を有する者で、本人も含む同一世帯員に市税等の滞納がない⽅

家庭用電化製品
ぼかし専用容器

コンポスト容器
（キエーロ・バッグ型等含む）

購⼊価格に３分の2を乗じた額 (100円未満切り捨て）10,000円を限度
※ただし、１世帯各年度に１回の申請に限る

電気・有用微⽣物群を利用して、か
くはん・乾燥する等の⽅法で、⽣ご
みを減量化、堆肥化させる。

⼟中の微⽣物を利用して、⽣ごみを
減量化、堆肥化させる。

※ 購⼊は、必ず事前申請の上で、交付決定後にお願いします。
・下記の書類（①②）を市⺠課（⽣活衛⽣係）に提出してください。

① ⽣ごみ減量・再資源化促進事業費補助⾦交付申請書
②購入予定機器の名称・購入予定業者・購入予定価格（税込）が
確認できるもの（チラシ・商品ページ・カタログ・⾒積書等の写し）

※ 書類審査を⾏うため、交付の決定迄に2週間ほどお時間がかかります。
※ 交付申請書と内容（名称・⾦額）が異なる場合、変更交付申請書が

必要となり、補助⾦額が予算の範囲内で変更されます。
・交付決定後、市⺠課（⽣活衛⽣係）から交付決定通知書及び交付請求書を

発送します。

補助⾦交付申請書等の提出

書類審査

交付決定

補助⾦交付請求書等の提出

補助⾦の受け取り ・申請された⽅の名義の⼝座へ⼊⾦します。

・購⼊の際は、領収書をもらってください。購 入

・下記の書類（①②）を市⺠課（⽣活衛⽣係）に提出してください。
① ⽣ごみ減量・再資源化促進事業費補助⾦交付請求書 ② 領収書
③ ⾦融機関、⼝座番号、⼝座名義人記載が分かるもの ※持参
④ 処理機器を作製した場合は、完成品の写真

処理機器の作製に要する材料

概 要

交付対象者

補助対象と補助率

申請の流れ

キエーロを作製する際の材料費
木材・プランター・トタン板・釘・
ねじ・⿊⼟・バッグ型ｺﾝﾎﾟｽﾄ基材等

DIY

※申請の場合は、事前にご相談ください。

こちらのQRコードから
申請ができます︕
ぜひ、ご利用ください。

mailto:E-mail.shimin@city.omaezaki.shizuoka.jp


キエーロコンポストの購入について

№ 業者名 郵便番号 住所 連絡先

１ 御前崎市建築組合
（松下建築様） 437-1613 御前崎市合⼾979-4 090-3256-9137

２ 御前崎職工組合
（建築工房木村様） 437-1622 御前崎市白羽497-30 090-3950-3829

・基本規格以外の大きさのキエーロや、地面埋め込み型のキエーロをご希望の場合は、取扱業者へ
ご相談ください。

・⾦額は大きさ等により異なります。⾒積もり時にご確認ください。
・購⼊先では⿊⼟の販売は扱っておりません。ご⾃⾝でホームセンター等からご購⼊ください。

キエーロコンポスト（基本規格）

大きさ 幅66㎝×奥行50㎝×高さ80㎝

価格 ２５，０００円

留意事項

キエーロコンポストについて
キエーロは、⼟の中のバクテリアの⼒を利用して⽣ごみを分解・消滅させる容器です。

キエーロコンポストの取扱業者は以下のとおりです。

市内でキエーロコンポストを購⼊することができます。基本規格は下記のとおりです。

⿊⼟を⼊れ、キエーロ内を3〜6か所程度に分割し⽣ごみを投⼊します。
①20㎝くらいの穴を掘る
②細かくした⽣ごみを⼊れる
③少し⽔を⼊れて混ぜる（泥団⼦くらいの粘度）
④⼟をかぶせて蓋をする
※次回の投⼊は分割した別の場所を使用します。

キエーロの使い方

購入方法 ①市役所市⺠課（⽣活衛⽣係）へ下記書類を提出してください。電⼦申請可。
・⽣ごみ減量・再資源化促進事業費補助⾦交付申請書
・購入予定機器の名称・購入予定業者・購入予定価格が確認できるもの（このチラシ可）

②キエーロコンポストが完成しましたら、取扱業者より申請者へ完成の連絡をします。
※発注から納品まで、２か⽉以上かかる場合がありますのでご了承ください。

③ご⾃⾝で直接業者まで受け取りに⾏ってください。
④代⾦⽀払い後、キエーロコンポストを受け取り市役所市⺠課（⽣活衛⽣係）へ

⽣ごみ減量・再資源化促進事業費補助⾦請求書と領収書を提出してください。

こちらのQRコードから
申請ができます︕


